
岩手県及び宮城県の学校校庭にある仮設住宅の解消見込みについて

別紙

〇 仮設住宅については、被災自治体と連携しつつ、集約化、入居者に対する住宅再建に向けた相談支援
及び移転後のコミュニティ形成支援などに取り組んできた。

〇 東日本大震災から７年半が過ぎ、各地域で災害公営住宅などへの移転が進み、仮設住宅は順次解消。

〇 やむを得ず学校の校庭に建設された仮設住宅（校庭仮設）については、平成23年度は岩手県７市町村
35校、宮城県７市町32校であったが、その後、解消が進み、平成30年8月末時点で、岩手県4市町11校、
宮城県２市町３校に減少。5,500人を超える児童・生徒が校庭を使用できるようになった。

○ 平成31年度末には全て解消される見込み。
※福島県においては校庭仮設なし。

＜現状＞

仮設住宅が学校敷地内に残っている学校では、体育の授業や屋外での部活動等が制限されている
ため、市内外の施設へバスの送迎支援を実施。

〇 やむを得ず校庭仮設が設置されている学校における対応

仮設住宅から恒久住宅に円滑に移転できるよう、災害公営住宅などに関する情報提供、建築士や
弁護士などの専門家による住宅再建や財産手続きなどに関する相談支援を実施。

〇 移転先のコミュニティ形成支援

新たな自治組織の立ち上げを支援し、復興公営住宅入居者などのコミュニティ形成支援を実施。

＜校庭仮設への対応に係る支援策 （被災者支援総合交付金の活用）＞

〇 仮設住宅入居者に対する支援



学校校庭にある仮設住宅の現状
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仮設住宅により校庭使用が制限されている学校数

（※3）
（※1）

※1 宮古市、陸前高田市、大槌町、山田町の11校に仮設住宅が設置
※2 差分の24校のうち、7校は閉校または学校が移転
※3 石巻市、南三陸町の3校に仮設住宅が設置
※4 差分の29校のうち、8校は閉校

※石巻市立 鮎川小学校
（平成29年12月より校庭使用可能）

（※2） （※4）



学校校庭にある仮設住宅の実態調査結果概要（岩手県）

宮古市立赤前小学校

宮古市立重茂小学校

宮古市立田老第三小学校

宮古市立第二中学校

大船渡市立大船渡北小学校

大船渡市立大船渡中学校

大船渡市立末崎中学校

大船渡市立末崎小学校

大船渡市立綾里中学校

大船渡市立第一中学校

岩手県立宮古水産高等学校

宮古市立鍬ヶ崎小学校

陸前高田市立第一中学校

陸前高田市立米崎小学校

陸前高田市立竹駒小学校

陸前高田市立広田小学校

岩手県立高田高等学校

陸前高田市立横田小学校

大槌町立吉里吉里中学校

山田町立大沢小学校

山田町立山田南小学校

大船渡市立盛小学校

大船渡市立猪川小学校

陸前高田市立気仙小学校

陸前高田市立矢作小学校

山田町立織笠小学校

田野畑村立田野畑中学校

野田村立野田中学校

〇仮設住宅が撤去され、校庭が使用可能となった学校
（17校）

〇校庭仮設が設置されている学校※

（11校）

平成30年8月末時点

※校庭復旧工事未完了の学校を含む



学校校庭にある仮設住宅の実態調査結果概要（宮城県）

宮城県水産高等学校
（石巻市）

石巻市立鮎川小学校

気仙沼市立気仙沼中学校

気仙沼市立鹿折中学校

気仙沼市立階上中学校

気仙沼市立面瀬中学校

気仙沼市立大谷小学校

気仙沼市立大谷中学校

気仙沼市立津谷小学校

気仙沼市立大島中学校

宮城県石巻北高等学校飯野川校
（石巻市）

南三陸町立志津川小学校

南三陸町立志津川中学校

気仙沼市立松岩中学校

気仙沼市立中井小学校

気仙沼市立水梨小学校

気仙沼市立条南中学校

名取市立下増田小学校

東松島市立赤井小学校

七ヶ浜町立七ヶ浜中学校

宮城県志津川高等学校
（南三陸町）

南三陸町立伊里前小学校

南三陸町立歌津中学校

南三陸町立入谷小学校

〇仮設住宅が撤去され、校庭が使用可能となった学校
（21校）

平成30年8月末時点

〇校庭仮設が設置されている学校※

（3校）

※校庭復旧工事未完了の学校を含む
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